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◆取締派の主張 

 ・資産価値が下がる 

 ・避難時に危険 

 ・駐車場料金を払っている 

人に比べて不公平 

 ・とにかくみっともない！ 

 

◆容認派の反論 

               ・自分の玄関をふさいで困るのは自分自身

なので、自己責任 

               ・駐輪場使用権を持った上でアルコーブに

置いているので問題ない 

               ・これくらいの利便性は認めてやろう 

 

◆その他の意見 

 ・もともと専用使用権が設定されているのだから本来は自由に私物を置い

て構わないのだが、個々のマンション事情やら立地条件その他において

イレギュラーなこととして制限を設けられているのが本来の状態のは

ず  元から置いてはいけないという発想は疑問 

 ・現在駐輪が禁止されていないなら、現状はＯＫと見なすのが妥当 

・アルコーブに傘立てやベビーカー、車椅子も置けないなんて、何のため

に人より高い物件を買ったかわからない 

・エレベーターは自転車禁止に！ わざわざ玄関前に置くほど自転車に 

執着しているなら非常階段を担ぐくらいの根性を見せてほしい 

 

 

 

 

 

いたかんネット  成島圭子 

アルコーブに自転車を置いてもいい？ 

 

 

 


